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１.気泡浸入による加速度測定の判定 
事前測定値（初期値）と減圧達成後（減圧時）の測定値のレベル差で判定する。 
初期値と減圧時測定値の加速度レベル差 判定 試験時間 

６.0ｄB 以下 異常なし  ５分間 

６.0ｄB 超  異常あり  ５分間 

※ ただし、ヘッドホンモニターに気泡の破裂による連続音以外の音が聞こえる場合及びレベル

表示モニターが変化し不安定な場合は、再試験とし、更に５分間延長し試験を繰り返す。 
 
 
２.地下水の浸入 
  判定は、事前測定値（初期値）を基準として、減圧静置時間内に液面変位量が０．０２５㎜に達し

た場合異常ありとする。タンク容量毎の減圧静置時間は次表のとおり。 
 （常温で蒸気圧の高い液種の場合は、減圧完了後液面の安定を自動で確認し、減圧静置時間に入る。） 
 

タンク最大容量 基本減圧値５ｋＰａ 基本減圧値１０ｋＰａ 
０から３ＫＬまで １５分 １０分 
３を超え５ＫＬまで ２０分 １５分 
５を超え１０ＫＬまで ３０分 ２０分 
１０を超え２０ＫＬまで ４５分 ３０分 
２０を超え３０ＫＬまで ６０分 ４５分 
３０を超え５０ＫＬまで ８０分 ５５分 
５０を超え７０ＫＬまで ９５分 ６５分 
７０を超え１２０ＫＬまで １３０分 ９５分 
１２０を超え１５０ＫＬまで １６０分 １１５分 
（注）減圧静置時間内に液面変位量が０．０２５㎜に達しない場合でも、液位の上昇が確認されたとき

は、自動的に減圧静置時間が延長される。 
＜検査における設定減圧値計算方法＞ 
  残液量：Ａ㎜   地下水位：Ｂ㎜ 
  設定減圧値＝（（Ａ－Ｂ） ×０．０１） ＋（１０ｋＰａまたは５ｋＰａ） 

計算で最大２０ｋＰａを超えた場合は、試験不能とする。 
（注 １）減圧静置時間内は液種により必要な減圧値が確保されること。 
（注 ２）常温で蒸気圧の高い危険物（０．４ｋＰａ  ａｔ２０℃）については、あらかじめ－２ｋＰａを設定

減圧値に加算する。 
 



凡例      ：点検者の作業      ：装置の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本静置（静置時間は地下タンクの容量で算定） 

蒸発による液面変位安定確認 

（常温で蒸気圧の高い液種のみ） 

「異常なし」 「異常あり」 

測定値＝0.000mm 0.000mm＜ 

測定値≦0.020mm 

0.020mm＜測定値 

液面変位測定 

静置時間の延長 液の戻り確認、再試験 

機器の設置および設置位置の記録 

・液面変位センサー ・振動加速度センサー ・地下タンク圧力監視盤 

試験地下タンクの諸条件確認 

・貯蔵液種 ・地下タンク容量 ・液残高 ・地下水高 

装置本体起動および地下タンク諸条件入力 

地下タンク減圧前の液相部温度変化（液面変位安定）確認 

地下タンク減圧作業 

基本減圧値Pb 常温で蒸気圧の高い液種：7 or 12 [kPa] 

       上記以外       ：5 or 10 [kPa] 

（タンク容量１ｋリットルあたり１分程度の速度で減圧） 

振動加速度の初期値測定 

「異常なし」 「異常あり」 

雑音の有無確認、再試験 

加圧法による

点検を実施

液面変位測定 

Ａ 

試験結果を印字およびＦＤに記録 

0.000mm＜ 

測定値≦0.020mm 

0.020mm＜測定値 

加圧法による

点検を実施 

加圧法による

点検を実施

「異常なし」 延長時間算定 「異常あり」 

「異常なし」 「異常あり」 

試験終了 

液の戻り確認、再試験

Ａ

液面変位の初期値測定 

振動加速度の測定（点検者の聴音にて判定） 

試験開始 

ペアリークテスターによる地下タンク液相部点検実施要領流れ図 
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